
令和⼆年原⼦⼒規制委員会規則第⼆⼗⼆号
原⼦⼒規制委員会の所管する法令に係る情報通信
技術を活⽤した⾏政の推進等に関する法律施⾏規
則

情報通信技術を活⽤した⾏政の推進等に関する法律（平成⼗四年法律第百五⼗⼀
号）第六条第⼀項、第四項、第五項及び第六項、第七条第⼀項、第四項及び第五
項、第⼋条第⼀項並びに第九条第⼀項及び第三項の規定に基づき、並びに同法及び
原⼦⼒規制委員会の所管する関係法令を実施するため、原⼦⼒規制委員会の所管す
る法令に係る情報通信技術を活⽤した⾏政の推進等に関する法律施⾏規則を次のよ
うに定める。

（趣旨）
第⼀条 原⼦⼒規制委員会の所管する法令（告⽰を含む。以下同じ。）に基づく⼿
続等を、情報通信技術を活⽤した⾏政の推進等に関する法律（以下「法」とい
う。）第六条から第九条までの規定に基づき、電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法
その他の情報通信技術を利⽤する⽅法により⾏う場合については、他の法令、条
例、地⽅公共団体の規則及び地⽅公共団体の機関の定める規則に特別の定めのあ
る場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
２ 原⼦⼒規制委員会の所管する法令に基づく⼿続等（法第六条から第九条までの
規定の適⽤を受けるものを除く。）を電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法その他の
情報通信技術を利⽤する⽅法により⾏う場合については、他の法令、条例、地⽅
公共団体の規則及び地⽅公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を
除くほか、法及びこの規則の規定の例による。

（定義）
第⼆条 この規則において使⽤する⽤語は、法において使⽤する⽤語の例による。
２ この規則において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めるところ
による。
⼀ 電⼦署名 電⼦署名及び認証業務に関する法律（平成⼗⼆年法律第百⼆号）
第⼆条第⼀項に規定する電⼦署名をいう。
⼆ 電⼦証明書 次に掲げるもの（⾏政機関等が法第六条第⼀項に規定する⾏政
機関等の使⽤に係る電⼦計算機から認証できるものに限る。）をいう。
イ 商業登記法（昭和三⼗⼋年法律第百⼆⼗五号）第⼗⼆条の⼆第⼀項及び第
三項の規定に基づき登記官が作成した電⼦証明書

ロ 電⼦署名及び認証業務に関する法律第⼋条に規定する認定認証事業者が作
成した電⼦証明書（電⼦署名及び認証業務に関する法律施⾏規則（平成⼗三
年総務省・法務省・経済産業省令第⼆号）第四条第⼀号に規定する電⼦証明
書をいう。）

ハ 電⼦署名等に係る地⽅公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
（平成⼗四年法律第百五⼗三号）第三条第⼀項に規定する署名⽤電⼦証明書

ニ その他原⼦⼒規制委員会が定める電⼦証明書

（申請等に係る電⼦情報処理組織）



第三条 法第六条第⼀項に規定する主務省令で定める電⼦情報処理組織は、⾏政機
関等の使⽤に係る電⼦計算機と、申請等を⾏う者の使⽤に係る電⼦計算機であっ
て当該⾏政機関等の使⽤に係る電⼦計算機と電気通信回線を通じて通信できる機
能を備えたものとを電気通信回線で接続した電⼦情報処理組織とする。

（電⼦情報処理組織による申請等）
第四条 電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法により申請等を⾏う者は、次の各号に掲
げる事項を申請等を⾏う者の使⽤に係る電⼦計算機から⼊⼒して、申請等を⾏わ
なければならない。
⼀ 電⼦情報処理組織を使⽤して申請等を⾏う場合において従うこととされてい
る様式であって、法第三条第⼀項に規定する⾏政機関等の使⽤に係る電⼦計算
機に備えられたファイルから⼊⼿可能なものに記録すべき事項
⼆ 当該申請等を書⾯等により⾏う場合において法令の規定により添付すべきこ
ととされている書⾯等⼜は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事
項⼜は記載すべき若しくは記録すべき事項（前号に掲げる事項を除く。）

２ 前項の規定により申請等を⾏う者は、次の各号のいずれかの⽅法により申請等
を⾏わなければならない。
⼀ 前項の規定により⼊⼒する事項についての情報に電⼦署名を⾏い、当該電⼦
署名に係る電⼦証明書と併せてこれを送信する⽅法
⼆ 申請等を⾏う者が付与された識別符号及び当該申請等を⾏う者がその使⽤に
係る電⼦計算機において設定した暗証符号を申請等を⾏う者の使⽤に係る電⼦
計算機から⼊⼒する⽅法

３ 前項第⼆号に掲げる⽅法により申請等を⾏う者は、その⽒名⼜は名称その他必
要とされる事項を⾏政機関等へ届け出なければならない。ただし、⾏政機関等か
らあらかじめ同号に掲げる⽅法による申請等に係る識別符号を付与されている者
については、この限りでない。
４ ⾏政機関等は、前項の届出があったときは、当該届出を⾏った者に識別符号を
付与するものとする。
５ 前項の規定により識別符号を付与された者は、第三項の規定により届け出た事
項その他⾏政機関等が定める事項に変更があったとき、暗証符号を設定すると
き、設定した暗証符号を変更するとき⼜は識別符号の使⽤を廃⽌するときは、遅
滞なく、⾏政機関等へ届け出なければならない。
６ ⾏政機関等は、申請等を⾏う者が第⼆項第⼆号の⽅法により申請等を⾏うとき
には、設定した暗証符号に代え、⼜はこれに加えて、個⼈の⾝体の⼀部の特徴を
電⼦計算機の⽤に供するために変換した符号その他の申請等を⾏う者を認証する
ための符号（第⼗三条第⼆項において「⽣体認証符号等」という。）を⽤いた⽅
法により申請等を⾏わせることができる。
７ 法令の規定に基づき同⼀内容の書⾯等⼜は電磁的記録を数通必要とする申請等
を⾏う者が、第⼀項の規定に基づき、当該数通の書⾯等のうち⼀通に記載され若
しくは当該数通の電磁的記録のうち⼀通に記録されている事項⼜はこれらに記載
すべき若しくは記録すべき事項を⼊⼒した場合は、その他の同⼀内容の書⾯等に
記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項⼜はこれらに記載すべき若し
くは記録すべき事項が⼊⼒されたものとみなす。


